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１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
阿
部
司
君
提
出
株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

株
式
会
社
民
間
資
金
等
活
用
事
業
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
が
資
金
の
供
給
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
は

、
御
指
摘
の
「
独
立
採
算
型
事
業
」
若
し
く
は
「
混
合
型
事
業
」
又
は
こ
れ
ら
の
事
業
を
支
援
す
る
事
業
を
実
施
す
る
者
に

対
し
て
の
み
で
あ
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

令
和
四
年
十
一
月
十
八
日
の
衆
議
院
内
閣
委
員
会
に
お
い
て
、
岡
田
国
務
大
臣
が
「
機
構
が
出
融
資
先
と
の
守
秘
義
務
を

守
り
な
が
ら
も
、
そ
の
取
組
が
し
っ
か
り
と
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
丁
寧
か
つ
充
実
し
た
説
明
を
行
っ
て
い
く
よ
う
、
し
っ

か
り
と
指
導
、
監
督
を
し
て
ま
い
り
た
い
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
、
御
指
摘
の
同
日
の
同
委
員
会
に
お
け
る
政
府
参
考
人

の
答
弁
は
、
御
指
摘
の
「
横
浜
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
整
備
等
事
業
」
に
お
け
る
機
構
の
融
資
実
行
額
等
に
つ
い
て
は
、

機
構
が
融
資
先
で
あ
る
民
間
事
業
者
の
了
解
を
得
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
述
べ
た
も

の
で
あ
り
、
当
該
政
府
参
考
人
の
答
弁
が
「
岡
田
国
務
大
臣
答
弁
に
照
ら
し
て
不
適
切
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
と
考

え
て
い
る
。 



 

２ 

 

三
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
横
浜
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
整
備
等
事
業
」
に
つ
い
て
は
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の

整
備
等
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
の
一
部
と
し
て

、
食
事
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
等
の
福
利
厚
生
サ
ー
ビ
ス
提
供
業
務
を
実
施
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
当
該
業
務
に
つ
い
て

は
、
利
用
者
か
ら
直
接
そ
の
対
価
を
収
受
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
混
合
型
事
業
」

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
。 

四
に
つ
い
て 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
長
及
び
横
浜
税
関
長
が
平
成
三
十
一
年
三
月
四
日
に
公
表
し
た
「
横
浜
地
方
合
同
庁
舎
（

仮
称
）
整
備
等
事
業
民
間
事
業
者
選
定
結
果
」
の
と
お
り
、
御
指
摘
の
「
横
浜
地
方
合
同
庁
舎
（
仮
称
）
整
備
等
事
業
の
事

業
者
選
定
時
の
Ｖ
Ｆ
Ｍ
」
が
九
・
八
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共

施
設
等
の
整
備
等
に
係
る
事
業
と
し
て
実
施
し
た
も
の
で
あ
る
。 


